
 

    

 

令和２年１２月２５日２１時３０分 

三重河川国道事務所 

 

通 行 規 制 情 報 

  国道２３号（鈴鹿市一ノ宮町）にて、橋梁桁の損傷を確認したため、１２月２２日１４時００ 

分より１／２車線規制を行っておりましたが、１２月２５日２１時３０分に１／２車線規制を解 

除しましたのでお知らせします。 

  なお、引き続き路肩規制は実施しますので、通行の際はご注意ください。 

 

１．通行規制箇所 

  国道２３号 鈴鹿市一ノ宮町 

  下り線（伊勢方面） １／２車線規制（１２月２５日２１時３０分 規制解除） 

 

２．問い合わせ先 

  国土交通省三重河川国道事務所  副所長       井上 英俊 

                  道路管理第一課長  牧  政幸 

  ＴＥＬ ０５９－２２９－２２２１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

      

 

三重県鈴鹿市一ノ宮町 

（国道２３号４．３ｋｐ付近） 


